




要介護・要支援の認定を受けた場合



休業開始時賃金日額×支給日数×67%

支給額の上限は312,555円
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＊

＊
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給与：無給（雇用保険から67%の給付があります）

後６か月以上の雇用が見込まれていること）

◎連続する３年間において必要と認められる期間
給与：勤務しない時間に準じて減額

■時間外勤務の免除 ＊



同居

父母の配偶者、

祖父母、孫、兄弟姉妹

父母の配偶者、

祖父母、孫、兄弟姉妹






